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提
出
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述
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採
点
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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
記
述
式
問
題
の
採
点
と
各
大
学
の
試
験
日
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

 
 

令
和
二
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
お
け
る
「
国
語
」
及
び
「
数
学
」
の
記
述
式
問
題
採
点
関
連
業

務
一
式
に
係
る
、
独
立
行
政
法
人
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
株
式
会
社
学
力
評
価
研
究
機

構
と
の
間
の
業
務
請
負
契
約
の
仕
様
書
に
お
い
て
は
、
同
社
が
「
答
案
の
画
像
デ
ー
タ
受
領
開
始
日
か
ら
概
ね
二
十
日
以
内

の
セ
ン
タ
ー
が
指
定
す
る
日
ま
で
に
、
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
点
検
を
含
め
全
て
の
採
点
作
業
を
完
了
し
、
採
点
結
果
を
納
品

す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
「
概
ね
二
十
日
以
内
の
セ
ン
タ
ー
が
指
定
す
る
日
」
と
定
め
ら
れ
た
理
由
は
、
大
学

入
学
共
通
テ
ス
ト
に
係
る
試
行
調
査
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
採
点
業
務
に
必
要
な
期
間
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
と
承

知
し
て
い
る
。 

 
 

な
お
、
令
和
二
年
度
に
実
施
さ
れ
る
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
係
る
当
該
「
セ
ン
タ
ー
が
指
定
す
る
日
」
に
つ
い
て
は
、

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
今
後
具
体
的
に
決
定
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
仮
定
の
質
問
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 


